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催　し

　

昨
年
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し

た
が
、
東
日
本
大
震
災
で
延
期
と

な
り
ま
し
た
。
初
め
て
の
定
期
演

奏
会
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
の

成
果
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
い
つ　

３
月
25
日
（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
開
演

（
午
後
１
時
開
場
）

▼
ど
こ
で　

あ
ゆ
ー
む

▼
入
場
料　

無
料
（
た
だ
し
整
理

券
が
必
要
で
す
。）

▼
整
理
券
取
扱　

あ
ゆ
ー
む
、
各

地
区
公
民
館
、
中
央
公
民
館
、
教

育
委
員
会
ほ
か

▼
主
な
曲
目　

「
歌
え　

バ
ン
バ

ン
」、「
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん

島
」
ほ
か

○
平
成
24
年
度
団
員
募
集

　

保
育
園
年
長
児
か
ら
中
学
生
ま

で
入
団
で
き
ま
す
。
男
性
も
大
歓

迎
で
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

事
務
局
／
教
育

委
員
会
内
（
☎
85

－

６
１
４
６
）

▼
内
容
／
コ
ー
ス

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
活
用
術

　

ヤ
フ
ー
・
グ
ー
グ
ル
・
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
イ
ト
）
な
ど
の
利
用
方
法

を
紹
介
し
ま
す
。

　

楽
し
く
、
便
利
に
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

▼
い
つ　

３
月
21
日（
水
）・
23
日

（
金
）
の
午
後
２
時
〜
４
時
ま
で

の
計
４
時
間

▼
ど
こ
で　

町
総
合
情
報
セ
ン
タ

ー
（
産
業
セ
ン
タ
ー
内
奥
）

▼
料
金　

無
料

▼
定
員　

10
人

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

町
総
合

情
報
セ
ン
タ
ー
担
当
／
小
松
・
齋

藤
（
☎
86

－

０
０
０
１
）

 

▼
い
つ　

４
月
21
日
（
土
）

　

午
後
７
時
〜

▼
ど
こ
で　

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
白
鷹

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
広

　

報
し
ら
た
か
４
月
12
日
号
で
お

　

し
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会
生

涯
学
習
係
（
☎
85

－

６
１
４
７
）

　

県
内
で
生
産
・
流
通
し
て
い
る

薪
に
つ
い
て
は
、
県
が
取
り
ま
と

め
た
放
射
性
物
質
検
査
結
果
で
安

全
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
薪

ス
ト
ー
ブ
等
を
使
用
し
た
際
に
発

生
す
る
焼
却
灰
に
つ
い
て
は
、
放

射
性
物
質
の
濃
度
が
高
く
な
る
可

おしらせ

能
性
を
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

山
菜
の
ア
ク
抜
き
等
で
の
利
用
や

肥
料
と
し
て
農
地
・
庭
へ
散
布
す

る
な
ど
、
薪
の
焼
却
灰
の
自
家
利

用
は
せ
ず
に
、
可
燃
ご
み
と
し
て

処
理
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

可
燃
ご
み
に
出
さ
れ
る
際
は
、

少
量
ず
つ
ほ
か
の
可
燃
ご
み
と
一

緒
に
混
ぜ
て
指
定
袋
に
入
れ
て
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

町
民
課
く
ら
し

環
境
係
（
☎
85

－

６
１
３
１
）

■
薪
の
放
射
性
物
質
検
査
に
つ
い
て

県
農
林
水
産
部
農
山
漁
村
計
画
課

ま
で
（
☎
０
２
３

－

６
３
０

－

２

４
９
４
）

　

山
形
鉄
道
株
式
会
社
は
、
東
日

本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
避
難
さ

れ
て
い
る
か
た
へ
の
支
援
と
し
て
、

被
災
者
証
を
お
持
ち
の
か
た
の
列

車
運
賃
を
無
料
扱
い
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
度
を
も
っ
て
終
了

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
終
了
期
日

　

平
成
24
年
３
月
31
日
（
土
）

■
問
い
合
わ
せ　

山
形
鉄
道
株
式

会
社
（
☎
88

－

２
０
０
２
）

転出、転入の季節です！
　水道使用に関する届出をお

○

忘
○

れ
○

な
○

く
○

！

　次のような場合は、建設水道課水道係に届出が
必要になります。
〇引越しなどにより水道を使い始めるとき、また
　は止めるとき
〇水道の所有者、使用者が変わるとき
〇納入通知書等の送付先が変わるとき
〇長期間にわたって水道を使用しないとき
　（使用中止及び使用再開）
【注意】
　急な連絡では対応できない場合があります。　
　早めの連絡にご協力ください。

■問い合わせ
　　建設水道課水道係（☎ 85 － 6137）




